
亀山市告示第３号

 亀山市生活困窮者自立支援事業実施要綱等の一部を改正する告示

を次のように定める。

  平成３１年１月２４日

亀山市長  櫻  井  義  之

   亀山市生活困窮者自立支援事業実施要綱等の一部を改正する

告示

 （亀山市生活困窮者自立支援事業実施要綱の一部改正）

第１条  亀山市生活困窮者自立支援事業実施要綱（平成２７年亀山

市告示第１３３号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第４条第２項」を「第５条第２項」に改める。

第６条第３号ウ（イ）中「家計相談支援事業」を「家計改善支

援事業」に改める

 （亀山市生活困窮者家計相談支援事業実施要綱の一部改正）

第２条  亀山市生活困窮者家計相談支援事業実施要綱（平成２７年

亀山市告示第１３４号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

亀山市生活困窮者家計改善支援事業要綱

第１条中「亀山市生活困窮者家計相談支援事業」を「亀山市生

活困窮者家計改善支援事業」に改める。

第２条中「第４条第２項」を「第５条第２項」に改める。

第８条の見出し及び第１項中「家計相談支援員」を「家計改善

支援員」に改め、同条第２項中「家計相談支援員養成研修」を「家

計改善支援員養成研修」に改める。

附則第２項の見出し中「家計相談支援員」を「家計改善支援員」

に改める。

 （亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱の一部改正）

第３条  亀山市生活困窮者住居確保給付金支給要綱（平成２７年亀



山市告示第１３５号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２条第３項」を「第３条第３項」に改める。

第４条中「第４条第２項」を「第５条第２項」に改める。

第１５条第３項中「法第１６条」を「法第２２条」に改め、同

条第４項中「生活困窮者自立支援法第１６条の規定に基づく報告

等について（依頼）」を「生活困窮者自立支援法第２２条の規定

に基づく報告等について（依頼）」に改める。

様式第７号中「第１６条」を「第２２条」に、「第十六条」を

「第二十二条」に改める。

附  則

 この告示は、公表の日から施行する。


